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【数値目標】 

項 目 現 状 目 標 目標年次 

周産期死亡率（出産千人対） 
3.1 

（Ｒ元～Ｒ３） 
現状維持 令和11年度 

（注１）新生児死亡率とは ⇒ 生後４週未満の乳児死亡の出生千人当たりの割合である。 

（注２）周産期死亡率とは ⇒ 妊娠満22週以後の死産に生後１週未満の早期新生児死亡を加えた周産期死亡の出産 

（出生＋死産）千人当たりの割合である。 

 

【ロジックモデル】 

 
 

番号 番号 番号

（１）医療体制

指標 周産期死亡率（出産千人対）

（２）支援体制

2

周産期メンタルヘルス対策の充実が図ら
れている。1

2
在宅療養児向けのレスパイト病床の確
保、在宅療養に必要な小児を対象とす
る訪問看護等体制の整備などに努める。
香川県医師育成キャリア支援プログラム
等により医療従事者の確保・養成に努め
る。

3

災害医療コーディネーターやＤＭＡＴと
連携した救護体制を整備する。6

5 災害時の周産期医療体制が構築されて
いる。2

医療（精神科、産科、小児科等）、保
健、福祉等関係者が連携した支援体制
の構築に努める。

周産期メンタルヘルスに対応できる精神
科医療機関などのリストを整備し、連携を
図る。

1

災害発生時における周産期医療支援の
ため、「災害時小児周産期リエゾン」の養
成・任命に取り組む。

個別施策 目標（中間アウトカム）

4
総合周産期母子医療センターにおいて、
周産期医療に従事する医師等を対象と
した研修を行う。

目的（分野アウトカム）

ＮＩＣＵにおける救急搬送の受入に支
障のないよう、関係医療機関相互の一
層の連携に努める。

1 母子の状態に応じた周産期医療体制の
整備・充実が図られている。

安心して子どもを生み育てることができる
環境になっている。1

1


